
エイジェックスポーツアカデミー規約 

 

第 1 条（名称） 

当アカデミーは、エイジェックスポーツアカデミー（以下、「アカデミー」という。）と称する。ア

カデミーの企画および運営は、株式会社エイジェックスポーツマネジメント（以下、「当社」とい

う。）が行い、当社内にアカデミーの事務局（以下、「事務局」という。）を置くものとする。 

 

第 2 条（アカデミー事務局所在地） 

ベースボールアカデミー小山校・ダンス各校 

 栃木県小山市簗 67 小山ベースボールビレッジ内 

 TEL：0296-34-6035 FAX：0296-34-6031 

ベースボールアカデミー栃木校・健康アカデミー 

 栃木県栃木市沼和田町 21-3 エイジェックスポーツ科学総合センター内  

 TEL：0282-25-8288  FAX：0282-25-8289 

 

第 3 条（目的） 

子どもたちの個性を尊重し、スポーツを通じて健全なキャラクターの形成や、継続的な学習を行

い技術向上を目指す。また、フェアプレーとスポーツマンシップの重要性の理解、健康的なライ

フスタイルの促進と地域コミュニティとの連携を目的とする。 

また、運動や活動を通して、心肺機能や筋力、柔軟性などの身体的な健康状態を改善・維持・向

上することを目的とする。 

 

第 4 条（入会資格） 

アカデミーに入会できる者は、スポーツを行うに適した健康状態であり、本規約に同意した後、

アカデミーが入会を認めた者（以下、「会員」という。)とする。 

 

第 5 条（入会手続きおよび入会時の支払について） 

アカデミーに入会を希望する者は、体験受講後、アカデミーの決済システムにより入会手続き（本

規約への同意を含む）を行う。本人未成年の場合、入会手続きはその親権者とともに行うものと

し、この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負う。 

なお、入会時には、入会金、年会費、初月および次月の会費を支払うものとする。（決済方法およ

び支払日は第 6 条を参照。） 

 

第 6 条（会費等の支払について） 

入会金および月ごとの会費（以下、「会費」という。）は、前月 20 日にクレジットカード決済によ

り支払うこととするが、クレジットカードを所有していない者は、当施設における電子決済また



は当社指定の銀行口座振込にて支払い、口座振込の場合の振込手数料は会員負担とする。 

なお、入会は月初を原則とし、月中途の入会の場合の初月会費は日割り計算による金額とする。 

 

第 7 条（会費等の不返還） 

一旦支払われた会費等は、入会不許可の場合を除いて、理由の如何を問わず返還しないものとす

る。 

 

第 8 条（会費の滞納） 

会員が、２ヵ月以上、会費の納入を怠ったときは、アカデミーは該当会員を退会させることがで

きる。 

 

第 9 条（会員資格等） 

アカデミーの会員資格は、原則として入会月から 1 年間継続する。 

会員が受講日に欠席した場合の、受講日の振替は一切行わないものとする。ただし、第 10 条第２

項の事務局都合等による受講日変更等の場合はこの限りではない。 

 

第 10 条（開催スケジュール） 

1. アカデミーの受講日・クラス時間については、アカデミーが定めた年間スケジュールによるも

のとする。 

2. 事務局都合、または天災地変などやむを得ない事情が発生した場合は、定められた受講日・ク

ラス時間帯を変更または中止することがある。その場合は、事前に会員に通知するものとする。 

 

第 11 条（モラル・禁止事項） 

1. 会員は秩序・風紀を守り、フェアプレー精神をモットーとし、他の会員とともにスポーツを楽

しめるように努めるものとする。 

2. 会員は本規約およびアカデミーの定める諸規則を遵守するとともに、アカデミー開催場所の諸

規則に従うものとする。 

 

第 12 条（休会） 

1. アカデミーの休会（継続して 1 ヵ月以上クラスを欠席する場合を指す。）を希望する会員は、

前月 15 日までにアカデミーに届出をしなければならない。 

2. 休会期間は 3 ヵ月以内とし、この期間を徒過したときは自動的に退会の扱いとする。ただし、

アカデミーが引き続き当該会員の休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。 

3. 休会期間中の会費は無料とする。ただし、休会期間中に会員資格の終了期を迎え、同資格の継

続を希望する場合は、アカデミーの決済システムにより年会費を支払うものとする。クレジット

カードを所有していない会員は、電子決済または銀行振込とする。 

 



第 13 条（退会） 

退会を希望する会員は、退会希望月の前月 15 日までにアカデミー所定の方法により、その手続き

を行われなければならない。 

 

第 14 条（変更事項の届け） 

会員は、住所・連絡先等に変更があった場合には、速やかにその旨を届け出なければならない。 

 

第 15 条（保険） 

会員は入会とともに、アカデミーの指定するスポーツ傷害保険（以下、「傷害保険」という。）に

加入するものとする。ただし、健康アカデミーについてはその限りではない。 

加入手続きはアカデミーが行い、傷害その他の事故の場合における保障は加入する保険会社の約

定通りとする。 

 

第 16 条（負傷時の対応および免責事項） 

1. アカデミー受講中の事故について、アカデミーは、傷害保険の保障範囲で責に任ずるものとし、

その範囲を超える損害額についての責任は、一切負わないものとする。 

2. アカデミーの指導者の管理外で生じた事故・盗難、またそれに伴う負傷については、アカデミ

ーはその責任を一切負わないものとする。 

3. 会員は、アカデミーの責任者および指導者の指示に従うものとし、当該指示に従わなかった場

合に発生した事故・盗難等については、アカデミーはその責任を一切負わないものとする。 

 

第 17 条（退会） 

アカデミーは、本規約に違反する等、会員としてふさわしくないと認めた者を退会させることが

できる。 

 

第 18 条（休校） 

天災地変、社会情勢の変化、その他、通常のアカデミー運営の継続が不可能となった場合は、無

条件にアカデミーを休校することができる。この場合の会費等の取扱いに関しては、第 7 条（会

費等の不返還）を適用する。 

 

第 19 条（個人情報等） 

アカデミーおよび当社は、会員の個人情報を、以下に定める目的のために取得、利用するものと

する。アカデミーは会員の同意があるとき又は法令の定める要件を満たしている場合を除き、ア

カデミーが会員より取得した個人情報を第三者に提示しないものとする。 

 ・会員への事務連絡 

 ・会員への関連教室、各種イベント情報、その他スポーツ情報の提供 

 



また、アカデミー活動中（練習・指導・イベント・体験会・集合写真・個別撮影など）に当アカデ

ミーが撮影した写真・動画に含まれる会員および保護者の肖像を、以下の目的にて無期限・無償

で使用することができるものとする。 

 ・アカデミー公式サイト・SNS（Instagram、TikTok、YouTube 等）への掲載 

 ・エイジェックグループ法人のウェブサイト、 

  広報物（チラシ・ポスター・パンフレットなど）への掲載 

 ・今後の体験募集・PR 活動に向けた広告素材・メディア発信への使用 

なお、アカデミーが保有する個人情報に関する質問等について、会員は、事務局まで問合せをす

ることができる。 

 

第 20 条（付則） 

アカデミーは、必要に応じて随時、本規約を改定することができるとともに、本規約に関する事

項については細則を定めることができるものとする。 

なお、本規約の改定について、アカデミーより変更内容通知後または新規約を通知後に会員がア

カデミーに参加した場合、本規約に関する変更内容および新規約を承認したものとする。 

 

第 21 条（発効） 

この規約は 2025 年 5 月 1 日より発効するものとする。 

 

 

●個人情報の取扱いについて 

当社は個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施しております。 

1. ご利用いただいている全ての皆様のプライバシーを尊重し、提供される個人情報の管理に細心

の注意を払っています。 

2. 皆様から個人情報を取得する場合は、当社の個人情報に係る窓口をお知らせしたうえで、ご案

内に基づく皆様へのサービスを行う目的に必要な範囲に限って取得させていただきます。 

3. 皆様の個人情報を利用目的の範囲内で利用するとともに安全な環境下にて厳重に管理し、本規

約第 16 条（負傷時の対応および免責事項）に挙げる特段の事情 (事故等の発生) がない限り、

ご本人様の承諾なく第三者に開示・提供することはありません。 

 

 

以上 


